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アメ リカ の国有 林 にお け る レク リエ ー シ ョンの発 展

伊 藤 太 一

Development of Recreation in the U.S. National Forests 

                Taiichi  ITo

要 旨

今 日,ア メ リ カの 国有 林 の主 た る活 動 と して レク リエ ー シ ョ ンが あ げ られ,森 林 局 に は200人

を越 え る造 園家 が レク リエ ー シ ョン計 画 ・設計 に 従事 して い る 。 国有 林 設 置 以 前 か ら地 元 民 は 自

蒸発 生 的 に レク リエ ー シ ョ ン空 間 と して利 用 して きた が,森 林 局 に よ る レク リエ ー シ ョ ン利 用 の

認識 は1900年 代 に始 ま り,本 格 的 に対 応 し始 め た の は第 一次 大 戦 後 で あ る。 木材 生 産 や水 源 酒養,

孜牧 な ど の経 済 的 利 用 が 中 心 と考 え られ て い た 国有 林 で レ ク リエ ー シ ョ ンが 認 知 され る過 程 にお

いて,森 林 局 内部 と外 部 の二 重 の葛 藤 を引 き起 こ した。 そ の 様 子 は森 林 局 唯一 の造 園 家 で あ っ た

カ ーハ ー トの著 述 か ら も明 白で あ る。 と りわ け,国 立公 園 局 との 対立 は熾 烈 で,森 林 局 は 公 園 局

との 関 係 で レク リエ ー シ ョ ン行 政 を発 展 させ る必 要 に迫 られ た。 す な わ ち,外 圧 に よっ て 対 応 し

た割 合 が 高 いが,そ れ に よ っ て施 設 中心 の国 立 公 園 とは 異 な る レク リエ ー シ ョ ン形 態 を生 み だ す

京動 力 と な っ た点 で 重 要 で あ る 。

1,は じ め に

近 年,ア ウ ト ドア レク リエ ー シ ョ ンが ブ ー ム に な り,我 が 国 にお い て も森林 レ ク リエ ー シ ョ ン

が重 視 され て きた が,国 有 林 の レク リエ ー シ ョンへ の対 応 は緒 に つ い た ば か りの状 態 で あ る 。 こ

托 に 対 して,ア メ リ カ の 国 有 林 で は,1960年 の 多 目 的 利 用 お よ び 保 続 生 産 法(Multiple

Jse-SustainedYieldAct)で レ ク リエ ー シ ョ ンが 第一 に あ げ られ てい る よ う に,レ ク リエ ー シ ョ

ンが 国民 に対 す る主要 なサ ー ビ ス とな り,レ ク リエ ー シ ョ ン利用 者 数 も国立 公 園 を遥 か に凌 ぐ。

また,国 立 公 園 の過 剰 利 用 が 問 題 と な って い る今 日,公 園 を と りま く国 有林 の利 用 は重 要 な 課 題

と もな っ て い る。

1970年 代 に は森 林 局 は 国有 林 景 観 管 理 指 針 を確 立 し,景 観 管理 が全 国有 林 に わ た っ て適 正 に行

なわ れ る こ と を 目指 して作 成 され た マ ニ ュ ア ル に従 って 森 林 景 観 の計 画 ・管理 が推 進 されて い る。

遣園 家 を中心 とす る専 門家 の協 力 の も とに1973年4月 の最 初 の マ ニ ュ ア ル'〉以 来,既 に 第2巻 の

1章2)まで 刊 行 され,今 後 さ らに拡 充 され る見 込 み で あ る。

今 日,増 加 の 一 途 をた ど る レ ク リエ ー シ ョ ン需 要 に対 処 す る た め,200人 を越 え る造 園 家 が 全

壮各 地 の 管理 事 務 所 等 に勤 務 して い る。 この 数 は連 邦 政 府 の 全 部 局 の 中 で,国 立 公 園局 を 凌 ぎ,

穀大 とな って い る。 そ の業 務 の 内容 は多 岐 に渡 っ てい るが,キ ャ ンプ サ イ ト,ピ クニ ッ クエ リア,

琵望 台 な どの利 用 施 設 の デザ イ ン,森 林 景 観計 画 や ウ ィル ダ ネス計 画 策 定 な どが 主 た る もの と し

てあ げ られ る。
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本 論 で は今 世 紀 初 頭 か ら レク リエ ー シ ョ ンに取 り組 ん で きた ア メ リ カの 国有 林 に お い て,レ ク

リエ ー シ ョ ンが 主 た る利 用 と して位 置 付 け られ る よ う にな る過程 を探 る。特 に第 一次 世 界大 戦前

後 の ア メ リカ の社 会 の変 動 期 が,森 林 レ ク リエ ー シ ョ ン需 要 が 高 まっ た時 期 と して重 要 で あ る。

具 体 的 に は1910年 に は約40万 人 で あ っ た国 有林 利 用 者 数 が,1931年 に は3,200万 人 に達 し,著 しい

増 加 傾 向 を示 して い る3)。

こ の こ とは,シ ラキ ュ ー ス の ニ ュ ー ヨー ク州 立 大 学 林 学 部 で1915年 頃 か ら森 林 レク リエ ー シ ョ

ンの プ ロ グ ラ ム 設 立 が 計 画 さ れ,1919年 に は ア メ リ カ 初 の 森 林 レ ク リ エ ー シ ョ ン 学 科

(DepartmentofForestRecreation)が 設 置 され た4)5)ことか ら も読 み取 れ る 。 ま た,1916年 に

は内 務 省 に国 立 公 園 局 が 設 置 され,国 立 公 園の 管 理 も本 格 化 す る。 そ こで,こ の 時 期 を 中 心 と

して 関 係 雑 誌 に掲 載 され た 論 説 か ら レ ク リエ ー シ ョ ン認 識 の変 化 を 明 らか にす る。 ま た,そ の 中

で 森林 レク リエ ー シ ョン空 間 の計 画 や レ ク リエ ー シ ョ ン認 識 の 向上 に果 た した造 園 家 の 役 割 につ

いて 検 討 す る。

2.国 有 林 と 森 林 局 の 管 理 方 針(表 一1)

ヨー ロ ッパ で は 貴 族 の 狩 猟 林 の 管理 が 森 林 の保 全 で もあ っ たが,19世 紀 後半 には ア メ リ カ で も

裕福 な スポ ー ツマ ン らが獲 物 の減 少 と環境 の悪 化 との関 係 に気 付 き,獲 物 の生 息 す る森 林 環 境 の

保 全 を求 め た。 また,上 水 道 や 水 運 の 確 保 を 目的 と して都 市 側 か ら森 林 の保 全 が求 め られ た 。 こ

の よ う な環 境認 識 の 高 ま りに よっ て,1891年 に保 留 林 の 制度(ForestReserveAct)が で き た。

す な わ ち,ア メ リカ の国 有 林 にお い て は木 材生 産 よ りも保 全 が主 た る設 置 理 由 で あ っ た 。 だ が,

保 留 林 設 置 以前 か らそ の空 間 は地 元 民 に よっ て 自然 発 生 的 に レ ク リエ ー シ ョン的利 用 の 場 と して

認 識 され て い た 。 この点 で,地 元 民 と の関 係 が 比較 的 薄 く,当 初 か ら レク リエ ー シ ョ ン利 用 を前

提 と して い た西 部 の 国立 公 園 と比 べ る と状 況 が 異 な り,そ の管 理 は一 層 複 雑 とな ら ざる を得 ない。

こ の よ うに保 留 林 が指 定 され た もの の,管 理 に 関 して は組 織 も方 針 も規 定 され な い状 態 が しば

ら く続 い た 。1897年 の法 律(ForestManagementAct)で は内 務 省 が その 管 理 を行 な う こ と な

り,1901年 に は内 務 省 一 般 土 地 局(GeneralLandOffice)に 森 林 部 門 が で きた 。 しか し,農 務

省 に は保 留 林 設 定 以 前 の1881年 にす で に森 林 部 門(DivisionofForestry)が 設 置 され調 査 も進

んで い た 。 そ こで1905年 に この農 務 省 の森 林 部 門 が 拡 充 され,森 林 局(ForestService)と な る

際 に,内 務 省 自 身 の 要 請 も あ り保 留 林 が 農 務 省 に 移 管 さ れ た 。1907年 に は 名 称 も 国 有 林

(nationalforest)と な っ た。

森 林 局 は ロ ー ズ ベ ル ト(TheodoreRoosevelt)大 統 領 の 友 人 で も あ る ピ ン シ ョ(GiffQrd

Pinchot)の 卓 越 した指 導 力 の も と急 速 に発 展 した。 そ の3大 原則 は保 続 生 産,環 境 へ の影 響 の

な い利 用,長 期 的 に最大 多数 に最 大 の利 益 を提 供 す る とい う もの で あ っ た。 しか しな が ら,彼 の

功 利 主 義 的 な考 え方 は次 第 に 自然 保 護 的 な考 え 方 と相容 れ な くな った 。 そ の こ とは,手 つ か ず の

自然 環 境 の保 全 を主 張 した ミュ ァ(JohnMuir)が 彼 と断 交 す る理 由 と な っ た 国 立 公 園 に お け

る放 牧 の認 識 や,1913年 に建 設 が決 定 され た ヨセ ミテ国 立 公 園 北 西 部 に位 置 す るヘ ッチ ヘ ッ チ ー

(HetchHetchy)ダ ムの 問題 に も表 わ れ て い る6)。こ の ダ ム に対 す る ピ ン シ ョの 支 持 は 後 々 ま で

国立 公 園擁 護 派 か ら森 林 局 が 敵 視 され,場 合 に よっ て は誤 解 さ れ る原 因 と もな っ た7)。

この よ うに経 済 性 を重 視 す る立 場 か ら,ピ ンシ ョは国 有 林 レク リエ ー シ ョン を否 定 は しな い も

の の,あ くまで経 済 的利 用 を優 先 させ,そ の 副 産物 と して軽 視 す る姿 勢 で あ っ た。 こ の よ う な森

林 局 の考 え方 は本 質 的 に は変 化 す る こ とは な く,今 日に至 る まで レク リエ ー シ ョン を評 価 す る際

に経 済 的効 果 が しば しば言 及 され る。
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ピ ンシ ョは1910年 に内 務 長 官 との 対 立 の た め 局 長 の座 を 追 わ れ る が,そ の後 任 に は彼 が 設 立 し

た イエ ー ル大 学 林 学 部 長 の グ レー ブ ス(HenryS.Graves,在 任 期 間1910-1920)が 就 い た 。 彼

も根 本 的 に は ピ ンシ ョ と同様 に レク リエ ー シ ョンは森 林 の副 産物 と考 え てい たが,ド グマ テ ィ ッ

ク な ピ ン シ ョに比 べ て他 機 関 との協 調 を重視 し,国 有 林 レ ク リエ ー シ ョン に対 して 柔軟 な 姿 勢 を

示 した。 す な わ ち,社 会 的要 請 で あ る レ ク リエ ー シ ョン を重 視 す る姿 勢 を打 出 した 。

表 一1レ ク リエ ー シ ョ ン関連 事 項 年表

年 国 有 林 国立 公 園 お よ び関連 事 項

184g内 務 省 設 置

1862農 務 省設 置

1872イ エ ロー ス トー ン国立 公 園 設 置

1876連 邦 林 業 専 門 家 と してFranklineB.Hough雇 用

188ユ 農 務 省 にDivisionofForestry設 置

1886森 林 部 門 が 正式 に認 知

1891保 留 林制 度 制定

1897内 務 省 に よる保 留 管理 の 開始

1901森 林 部 門 の 名称 がBureauofForestryに 一 般 土 地 局 に森 林部 門 が 設 置

1905BureauofForestryか らForestServiceへ

1905保 留 林 の 管 理 が 内務 省 か ら農 務 省 に移 管

1906古 物保 存 法成 立

1907保 留 林 が 国 有林 と名称 変 更

ユ907西 部 で の 国 有林 拡 大 規 制

1908グ ラ ン ドキ ャ ニ オ ンがnationalmonumentに

1910森 林 局長 がPinchotか らGravesに

1910公 園 管理 組 織 設 置 にPinchot反 対 公 園 局 設 置運 動 始 ま る

1911ミ シシ ッ ピ以東 で の 国有 林 新 設

1912森 林 局 長 年 次 報 告 で レク リエ ー シ ョン認 知

1913国 有 林 収 入 の10%が 道 路 お よ び歩 道 整 備 に使 用 可 ヘ ッチ ヘ ッチ ー ダム の建 設 決 定

1914第 一次 世 界大 戦(1918ま で)

1915国 有林 内 の 別荘 や ホ テ ル の た め に リー スが 認 可

1916連 邦 道 路 補 助 法:国 有 林 の レ ク リエ ー シ ョン利 用

1915レ ク リエ ー シ ョ ンの た め の最 初 の森 林 道 路

1916内 務省 に 国立 公 園局 の設 置

1918Waughに よる 国有 林 レク リエ ー シ ョン調 査 報告

1919Carhartが 森 林 局 最 初 の造 園家 と して採 用

1920森 林 局 長 官 がGravesか らGleeleyに

1921連 邦 道 路 法 で森 林 開発 道 路 、 森 林 縦 貫 道 に資 金提 供 公 園局 組 織 図 に造 園 部 門が 記 され る

1922レ ク リエ ー シ ョ ン予 算 費5万 ドル要 求 、1万 ドル配 当

1922Carhartが 年 末 に辞 職

1924ヒ ラ国有 林 に最 初 の ウ ィル ダ ネ ス設 置 全 国野 外 レ ク リエ ー シ ョ ン会 議 開 催

3.社 会 状 況 と森 林 局 の レ ク リ エ ー シ ョ ン

1906年 に古 物 保 存 法(AntiquitiesAct)が 成 立 し,国 家 記 念 物(nationalmonument)が 議

会 の議 決 を経 ず に大 統 領 の命 令 に よ っ て直 接 設 置 で き る よ うに な っ た 。 そ の際,管 理 は 設 置 以 前

の組 織 に委 ね られ た た め,森 林 局 が 国有 林 内 に設 置 され た記 念 物 を管 理 す る こ とに なっ た 。1910

年 ま で に 国有 林 か ら7つ の記 念物 が設 置 され た が,そ の 中 の 代 表 的 な も の が1908年 に設 置 され

1919年 に 国立 公 園 とな っ た グ ラ ン ドキ ャ ニ オ ン(GrandCanyon)あ ろ う。 見 方 に よ っ て は,こ

の時 点 で森 林 局 は記 念 物 と名 付 け られ た レク リエ ー シ ョ ン資 源 の管 理 を開 始 した と も言 え る。 し

か しなが ら,ピ ン シ ョは レ ク リエ ー シ ョ ンに対 して消 極 的 な ま まで あ り,森 林 レク リエ ー シ ョ ン
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の認 識 が 公 式 に示 され たの は グ レー ブ スが 局 長 に な って か らで あ る 。

1911年 に は東 部 の水 運 確 保 の ため の 水 源 酒 養 を 目的 と して ミシ シ ッ ピ河 以東 の地 域 で も国有 林

が設 置 で きる こ とに な っ た。 ウ ィー ク ス法(WeeksLaw)と 呼 ば れ る こ の 法 律 は,そ れ 以 前 の

公 有 地 を処 分 あ る い は保 留 す る と言 う土 地 政 策 か ら,私 有 地 を買 収 す る と言 う よ り積極 的 な 方 向

へ の 大 き な転 換 を意 味 す る。 当 然 な が ら人 口 が 西部 よ りも遥 か に稠 密 な東 部 に設 置 さ れ る 国有 林

にお い て は レク リエ ー シ ョ ン利 用 が 重 視 され る こ とに な る。

さ ら に19ユ3年 に は農 務 長 官 が 国 有林 収 入 の10%を 道路 や遊 歩 道 整 備 に充 当 で きる こ とに な った。

これ に よ って 一 般 の 人 々 の 国 有林 へ の ア クセ スが改 善 され る こ とに な っ た。 道 路 整 備 は1916年 の

連 邦 道 路 整 備 法(FederalAidRoadAct)に よ っ て拍 車 が か か り,自 家用 車 を用 い た 国 有 林 の

レク リエ ー シ ョンの 普 及 に 貢 献 す る 。

国有 林 が 本 格 的 に レク リエ ー シ ョ ンに 開 放 さ れ た の は,1915年 の 法 律(SpecialUsePermit

Act)に よ る。 この 法 で は国 有 林 地 を最 長30年 の年 限 で サ マ ー ホ ー ム や ホ テ ル の た め に リ ー スす

る こ とが 規 定 され た。 い わ ゆ る 施 設型 森 林 レ ク リエ ー シ ョ ンの場 と して国 有 林 が 開 放 され,森 林

局 の正 式 な業 務 と な った 。

これ らの 法律 が 相 互 に作用 して 国有 林 の レ ク リエ ー シ ョン を増 加 させ た。 そ れ に対 応 して 森 林

局 も グ レ ー ブス が 局 長 とな った1910年 の 政 治 お よ び社 会 科 学 ア カ デ ミー(AmericanAcademy

ofPoliticalandSocialScience)に お い て 森 林 局 の レ ク リエ ー シ ョ ンを 重 視 す る 立 場 を示 し

た8)。そ の 中 で東 部 と西部 の レ ク リエ ー シ ョ ン形 態 の 違 い が 言 及 され て い る こ と が 注 目 され る。

だが,そ れ以 降 森 林 局 は,国 立 公 園管 理 組 織 設 置 と の関 係 も考 慮 しなが ら,国 有林 レク リエ ー シ ョ

ン を位 置付 け る必 要 に追 られ る。 こ の状 況 を踏 ま え,グ レー ブ ス局 長 は1915年 の年 次 報 告 の 中 で

レ ク リエ ー シ ョ ンに つ い て触 れ て い る。 しか しなが ら,1916年 に は森 林 局 が 設 置 阻 止,あ る い は

ど う して も設置 され る の で あ れ ば 同 じ農 務 省 内設 置 を希 望 して き た公 園 局 が,内 務 省 に設 置 され

る こ とに な っ た。

さ らに 第一 次 世 界 大 戦 も重 要 な役 割 を演 じた。 大 戦 中 は レ ク リエ ー シ ョ ンが制 限 され た が,ア

メ リカ 自 身 は戦 争 の 直接 的痛 手 を受 け る こ とな く,経 済 的 な発 展 を とげ る機 会 を与 え られ た 。 国

内旅 行 が"SeeAmericaFirst"キ ャ ンペ ー ンで 奨 励 され る と共 に,経 済 的 繁 栄 は 賃 金 の 上 昇,自

家用 車 の普 及 を促 し,さ らに 労働 時 間 の短 縮 は レク リエ ー シ ョン需 要 を増 加 させ た9)。 こ の よ う

に大 戦 は森 林 レク リエ ー シ ョ ン変 革 の 契 機 とな った 。

4.国 立 公 園 と森 林 局 の 対 応

国立 公 園 は保 留 林 よ りもユ9年早 い1872年 に イエ ロー ス トー ンが設 置 され て以 来,1910年 頃 ま で

に東 部 の特 殊 な も の を加 え る と11を 数 え る に至 った 。 そ れ らの所 管 は 内務 省 とな っ てい たが,公

園担 当 官 が 任 命 され る程 度 で,管 理 組 織 は設 置 され ない ま まで あ った 。 この状 況 を判 断 して か,

国有 林 の管 理 が 森 林 局 に委 ね られ る以 前 で あ る1904年 に,ピ ン シ ョは 国 立公 園 の 管理 も森 林 局 が

行 な うべ きで あ る と議 会 に提 案 した 。 しか し,国 立 公 園 運 動 を推 進 して い た 下 院公 有 地 委 員 会 の

委 員 長 で あ った レー シ ー議 員(JohnF.Lacy)に よっ て 阻 止 さ れ た'°)。実 は レ ー シー 議 員 は す

で に1900年4月26日 に 公 園管 理 組 織 を設 置 し よ う とす る法 案 を提 出 して い た 。 そ の 後1910年 まで

数 回,公 園 を管 理 す る組 織 の設 置 が 画 策 さ れ てい た が,ピ ンシ ョ率 い る森 林 局 が 自 ら管 理 す る こ

とを主 張 し,新 部 局 が設 置 さ れ予 算 の 取 り分 が 減 少 す る こ と を恐 れ る官 僚生 義 もあ っ て,内 務 省

に公 園 局 を設 置 す る法 案 はな か なか議 会 を通 過 しな か っ た。

森 林 局 の基 本 的 な考 え は,類 似 の空 間 を管 理 す る組 織 が2つ は不 要 で,自 らが 公 園 管 理 も遂 行
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で きる とい う もの で あ っ た。 だが,1911年 には 森林 局 の 国立 公 園 に対 す る方 針 が 変更 され た 。 そ

れ ま で公 園 を森 林 局 が 管 理 す べ きで あ る と主 張 してい た が,公 園局 の 設置 を農 務 省 内 で あ れ ば と

い う条 件 付 きで 支 持 す る よ う に な っ た。 その 理 由 と して,タ フ ト(WilliamH.Taft)大 統 領 が

国 有 林 を再 び内 務 省 に移 管 しよ う とい う考 え を示 した こ とが あ げ られ。 また,当 時 のバ リ ンジ ャー

(RichardA。Ballinger)内 務 長官 もそ の年 次 報 告 で公 園管 理 組 織 設 置 を訴 え た 。 この よ う に し

て,森 林 局 が守 りの立 場 に逆 転 した 。

1907年 の段 階 で は グ レー ブ ス も国 立 公 園 にお い て も倒 木 処 理 な ど森 林 の 管理 が 必 要 で あ るか ら

森 林 局 の 管 轄 下 に置 か れ る こ とが 望 ま しい と い う考 え を示 してい た 。 しか し,1911年 の シ エ ラ ク

ラ ブ(SierraClub)宛 て の手 紙 の 中 で,一 時 は公 園 と国 有 林 を一 括 して 管 理 す る の が 経 済 的 で

あ る と考 え たが,今 で は独 立 した公 園管 理 組 織 が 必 要 で あ る と考 え る よ う に な っ た と記 して い

る'D。 この 中で 公 私 両 面 で 公 園 管 理 組 織 の 設 置 を支持 す る と述 べ て い る こ と を 反 映 し て か,1912

年 の 局 長 の 年 次 報 告 の 中 で,レ ク リエ ー シ ョ ンが初 めて 言 及 され たエ2)。

この よ う に森 林 局 の 反 対 の た め 公 園 管 理 組 織 設 置 法案 は なか なか 成 立 しな か った が,グ レ ー ブ

スに よ る公 園 管 理 組 織 支持 と言 う方 針 変 更 に よ って,森 林 局 の反 対 が 緩 和 され た。 同時 期 の1911

年 に 最 初 の国 立 公 園 会議 が 開 催 され,国 立 公 園管 理 組 織 の設 置 が 決 議 され た こ とか ら も,社 会 状

況 の 変 化 が 感 じられ る。

よ うや く1916年 に国 立 公 園 局(Nationa!ParkService)が 内務 省 に設 置 され た 。 初 代 局 長 の

マザ ー(StephenT.Mather)は 私 財 を投 じた巧 み な宣 伝 で有 力 者 らの公 園へ の支 持 を増 大 させ,

国有 林 か ら景 観 の優 れ た場 所 を国 立 公 園 に移 管 す る こ とを 画 策 した 。 この た め森 林 局 は警 戒 感 を

募 らせ た 。 この 意識 を反 映 して か,後 に森 林 局 長 代 理 を勤 め た シ ャー マ ン(E。A.Sherman)は,

国有 林 の 管 理 が 内務 省 の 要 請 で 農 務 省 に移 っ た経 緯 を説 明 す る と と もに,景 観 保 護 とレ ク リエ ー

シ ョ ン中心 の公 園 と多 目的利 用 の 国有 林 は異 な る もの の,国 有林 にお い て も公 益 的機 能 は重 要 で

増 加 し て い る こ と を ア メ リ カ造 園 家 協 会(AmericanSocietyofLandscapeArchitects以 下

ASLA)の 機 関誌 に記 して い る]3)。また,国 立 公 園 局設 置 法 案 の 起 草 に 関 わ っ た 造 園 家 協 会 の 中

心 人物 で もあ る オ ル ム ス テ ッ ド2世 も森 林 局 の 意 を汲 ん で か,国 立 公 園 と国 有 林 の 目的 の 違 い を

説 明 す る論 説 を著 して い る14)。こ の2種 類 の 空 間 の違 い を説 明 す る 文章 は,こ れ 以 降 今 日 に 至 る

まで数 え切 れ な い ほ ど雑 誌 や パ ンフ レ ッ トに登 場 す る。 す な わ ち,現 在 に至 る まで公 園 と国 有 林

の空 間 の違 いが 一 般 に は理 解 さ れ て い な い こ とを意 味 す る。 なお,こ の時 点 で 同誌 の記 事 に 国 立

公 園 の過 剰 開発 に対 す る危 倶 の念 が表 明 され て い る の は注 目 に値 す る'5)。

森 林 局 が危 倶 の念 を抱 い た とお り,マ ザ ー は レ ク リエ ー シ ョ ン を管 理 す る組 織 は ひ とつ で あ れ

ば 良 い と考 え,ピ ン シ ョと は逆 の 立 場 か ら,森 林 局 が 本 格 的 に レク リエ ー シ ョ ン業 務 を行 な う こ

とに反 対 し,森 林 局 の要 求 した レ ク リエ ー シ ョ ン予 算 の配 当 を阻止 した。 す な わ ち,国 立 公 園 の

レク リエ ー シ ョ ン推 進 者 が 同 じ連 邦 政 府 の公 有 地 で あ る国 有 林 にお け る同様 な活 動 を圧 迫 す る こ

とに な っ た。

5.ウ ォ ー に よ る 国 有 林 レ ク リ エ ー シ ョ ン調 査

1917年 初 頭,森 林 局 は マ サ チ ュ ー セ ッツ農 科 大 学(今 日の マサ チ ュ ー セ ッツ大 学)教 授 ウ ォー

(FrankA.Waugh,ユ869-1943,写 真 一1)に グ ラ ン ドキ ャ ニ オ ンの 施 設 地 区 の 計 画 案 策 定 と国

有 林 レク リエ ー シ ョン調 査 を委 嘱 して い る。

彼 は 当 時 の ア メ リカの 造 園 教 育 界 お よ び ア メ リ カ造 園 家 協 会 の 中 心 人 物 の 一 人 で あ っ た'6)。

1899年 に出 版 され 長 期 間 にわ た っ て造 園 の 教 科 書 と し て利 用 され た"landscapegardening""〕 を



始 め と して 造 園 関 係 の 書 物 を,果 樹 園 芸 の

分 野 も含 め38冊 も著 して い る。 調 査 を委 嘱

さ れ た1917年 に は"NaturalStylein

LandscapeGardening"181と い う 自然 環 境 で

の造 園 の 重 要 性 を 論 じた 内 容 の 著 書 を 出 版

してい る。 さ ら に,庭 園 史 にお い て重 要 な

位 置 を占 め る ゴ タ イ ンの 著書19)の北 米 の造 園

の 章 を担 当 す る と と も に,1921年 に は19世

紀 にベ ス トセ ラ ー と な っ た ダ ウ ニ ン グ の 庭

園書2〔'の改 訂 も行 な っ て い る。 森 林 局 が こ の

時 期 に,最 初 の 国 有 林 レ ク リエ ー シ ョ ン調

査 をこ の よ うに 権 威 あ る造 園 家 に託 した 背

景 に は,レ ク リエ ー シ ョ ン増 加 の 状 況 に 加

え て,公 園 局 設 置 に よ る危 機 感 が 潜 ん で い

る と考 え られ る21〕。 ま た,公 園寄 りで あ っ た

ASLAの 関 心 を 国 有 林 に向 け さ せ る と い う

配慮 もあ っ た と考 え られ る。

グ ラ ン ドキ ャ ニ オ ンは,当 時 国 家 記 念 物

と して森 林 局 が 管 理 し て い た。 彼 が 計 画 策

定 に関 わ っ た,南 壁(SouthRim)の 施 設

地 区 で あ る グ ラ ン ドキ ャ ニ オ ン ビ レ ッ ジ

(GrandCanyonVillage)は,彼 の案 に従 っ

て 開発 され今 日に 至 っ て い る。 同時 に 依 頼

され た 国有 林 の レ ク リエ ー シ ョン調 査 の た め,ウ ォ ー は5ヶ 月 間 に わ た っ て 各地 の国 有 林 を訪 れ

てい る。 翌1918年 に は,現 況 報 告 とデ ザ イ ン提 案 か ら な る2冊 の調 査 報 告 が 出 版 され てい る。

彼 は前 者 の報 告 書 認1の中 で最 初 に野 外 レ ク リエ ー シ ョ ンは文 明 的 生 活 に は不 可 欠 な も の で,国

有 林 の主 要 な る利 用 の ひ とつ で あ る と規 定 した。 ま た,そ の増 大 に対 応 で きる計 画 を立 て る た め

には,ア ク セ ス を改 善 す る と と も に造 園技 術 者(1andscapeengineer)の 雇 用 が必 要 で あ る と論

じて い る。 また,オ ー トキ ャ ン プ場 な ど各 国 有林 の レ ク リエ ー シ ョ ン事 例 を紹 介 しな が ら ,そ の

経 済的 価 値 を金 額 で 示 し木 材 な ど に劣 らぬ レク リエ ー シ ョンの経 済 的 効 果 を強調 して い る 。 さ ら

に,林 業 関係 者 が … 番 恐 れ る 火 災 に 関 して,レ ク リエ ー シ ョ ン利 用者 が む しろ 防 火 に協 力 的 で あ

る と言 及 した。 と りわ け注 目 され るの は,当 時 問 題 とな っ てい た国 有 林 と国 立 公 園 の 管理 に つ い

て,国 有 林 か ら公 園へ の移 管 や 国有 林 の レ ク リエ ー シ ョ ンだけ を公 園 局 が 管 理 す る よ り も ,そ の

ままの 体 制 が 望 ま しい とい う判 断 を下 して い るJ

後 者 の 報 告 書23Jは,調 査 の成 果 を生 か して,サ マ ー ホ ー ム の 敷 地 計 画 や キ ャ ンプ サ イ ト,ト

レイル,レ ンジ ャ ー ス テ ー シ ョ ンな どの デザ イン案 を提 示 して い る 。 さ らに,こ こ で も適 正 な デ

ザ イ ン を推 進 す る た め に は造 園技 術 者 の協 力 が必 要 で あ る と述 べ て い る 。 な お,ウ ォ ー 自 身 は

landscapearchitectureと1andseapegardeningは 同 義 語 と し な が ら もarchitectureと い う こ

とば は フ ォー マ ル で 自然破 壊 を と もな うニ ュ ア ンスが 含 ま れ て い る と感 じて後 者 を 多 用 したa/。

しか し,こ の2冊 の 報 告 書 に お い て は そ の い ず れ で も な く,recreationengineerお よ び

landscapeengineerと い うこ とば を使 用 した。 こ こ に森 林 官(forester)と い う技 術 者 集 団 を 中

心 と して構 成 され,経 済性 を重 視 す る 森林 局 にお い て,造 園 家 を受容 して も ら う た め に は,芸 術
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(fineart)志 向 の イ メー ジの 強 いfl葉 よ り,同 じ技 術 者 仲 間 で あ る こ と を感 じ させ る 言葉 を使

用 す る こ とが 得 策 で あ る とい う配 慮 が 感 じられ る 。

6.カ ー ハ ー ト と 国 有 林 レ ク リ エ ー シ ョ ン

ウ ォー に よ る1918年 の調 査 報 告 で 国 有 林 の レク リエ ー シ ョンの重 要性 が訴 え られ,そ の 計 画 を

立 て る専 門 家 と して 造 園 家 の 雇 用 が 要 求

され た こ と を踏 ま え て,翌 年 に造 園 家 の

採 用 が始 まっ た。 最 初 に 森 林 局 の 造 園 専

門家 と して 採 用 さ れ た の は,ア イ オ ワ州

立 大 学 で 造 園 教 育 を 受 け た カ ー ハ ー ト

(ArthurHawthorneCarhart,189?‐

1978,写 真 一9)で あ っ た。

カ ー ハ ー トは,森 林 局 造 園 家 と して 国

有林 の レ ク リエ ー シ ョ ン計 画 を策 定 した

だけ で は な く,⊥920年 代 の森 林 レ ク リエー

シ ョ ンに 関 す る 文 献 を始 め と して,小 説

な ど を含 め 一 生 で5,000件 もの 著 作 を残 し

た とい う が,造 園 界 で は1987年 に 紹 介 さ

れ る2扉ま で あ ま り知 られ て い な か っ た.

そ れ は,ア メ リ カ の 造 園 が 作 品 と して提

示 され るデ ザ イ ン志 向 に 傾 き保 全 と言 う

地味 な仕 事 を 評 価 しな か っ た こ と と,,i,

時 は造 園家 の仕 事 で あ っ た レク リエ ー シ ョ

ンが 次 第 に別 の 分 野 と し て 独 立 した こ と

に帰 因 す るで あ ろ う 。 ま た,彼 の 活 躍 の

場 が コ ロ ラ ド州 デ ン バ ー とい う 一・地 域 に

留 ま った こ と も影響 が あ ろ う.

彼 の 活 躍 は ボ ー ル ドウ ィ ン26の 研 究 成

果 に よ っ て初 め て 明 ら か に され た 、 彼 の

主 要 な業 績 と して は,レ オ ポ ー ド(Aldo

写 真 一2Arthurll.Carhart

Leopold)と 並 ぶ ウ ィ ル ダ ネ スの提 案 ∫と国有 林 レ ク リエ ー シ ョ ン の推 進,そ の 過 程 で の 住 民 参

加 の 重 視 が 評 価 され る こ こで は森 林官 と言 う技 術 者 集 団 の 中 の唯 一一の造 園 家 と して の 活 躍 に焦

点 を当 て よ う。

第.一次 大 戦 が終 わ り,復 員 した カ ー ハー トは 当 初 国立 公 園 局 で の 仕 事 を希望 して い た,も し彼

が公 園 局 に採 用 され た な らば 施設 中心 の計 画 に携 わ っ て い た に違 い な い,.活 力 に満 ち た27歳 の 彼

が1919年3月1日 に森 林局 に就 職 した こ とが,施 設 中心 で は ない レ ク リエ ー シ ョ ンの 分 野 に お け

る造 園 家 の パ イオ ニ ア とな る き っか け を与 え た.彼 は 国 有 林 の ウ ィ ル ダ ネス レ ク リエ ー シ ョン に

携 わ る こ とに よっ て造 園 の 領域 を拡 大 した と言 っ て も過 言 で は な い,、

彼 の勤 務 先 はDistrict2と 呼 ば れ る ロ ッキ ー 山脈 支局(RockymountainDistrict)で あ っ た.

そ の 管 轄 は局 の 置 か れ た デ ンバ ー が 属す る コ ロラ ドか らワ イオ ミ ン グ,カ ンザ ス,ネ ブ ラ スカ,

サ ウ ス ダ コ タ,ミ ネソ タ,ウ ィス コ ン シ ン,ミ シ ガ ン まで を含 む7州 に わ た り,日 本 の3倍 もの 面



あ る と続 け た 、

これ に 対 し て,

カ ー ハ ー トは 国

有 林 に は 既 に 多

くの 利 用 者 が 存

在 す る こ と と,

国 民 か らの 要 求

が あ れ ば 対 応 す

る の が 森 林 局 の

義 務 で あ る と 述

べ たu

この よ うに カー

ハ ー トは ,実 際

の 副'囲「と}堅論 の

両 而 か ら 国 有 林

の レ クリエ ー ショ

ン発 展 の た め に

逼 進 し,1922年 のll月8日 に は彼 が1919年 に提 案 した ホ ワ イ トリバ ー 国 有林 内 の ウ ィル ダ ネ ス設

定1写 真 一3)に 関 して は一ヒ司 の 承認 が 得 られ る に至 っ た.に もか か わ らず,レ ク リ エ ー シ ョ ン

予 算 が な く,森 林 局唯.一の造 園 家 と して周 囲 の理 解 もなか なか 得 られ な い と言 う状 況 に限 界 を感

じた彼 は,1922年12月 を もっ て 森林 局 を退 職 した しか し,こ の3年 に 満 た な い 期 間 に 国 有 林 レ

ク リエ ー シ ョンの認 識 は大 き く変 化 して い る、、そ こで 当時 の 文献 か らカ ー ハ ー トを 中心 とす る レ

ク リ エ ー シ ョ ン の 認 識 を探 っ て み よ う.な お,カ ー ハ ー トの 退 職 後,森 林 局 は 造 園 家

(S.Hogan)を 補 充 した が,短 期 間 勤 務 した だけ で 去 った 。 そ の 後1929年 の大 恐 慌 を経 て1933年

にCCC(CivilConservationCorps)に よる 国有 林 を 含 む公 有 地 施 設 改 善が 始 め る まで,森 林 局

の レ ク リエ ー シ ョ ンは 停滞 す る.

7.森 林 レ ク リ エ ー シ ョ ン の 状 況 と認 識

AmericanForestry誌 は 今 日のAmericanForests誌 の 前 身 で あ り,そ の タ イ トル か ら林 業 関

係 者 の 雑 誌 の よ う に感 じ られ るが,当 時 は 自然 全般 を取 り扱 う雑 誌 で保 全運 動 全 般 を 知 る ヒで も



149

重 要 な雑 誌 で あ る。 国 有林 だ け で は な く国立 公 園 の記 事 も頻 繁 に掲 載 さ れ公 園 特 集 号 も何 度 か 発

刊 され て い る。 カー ハ ー トは1920年 か ら この雑 誌 に投 稿 し始 め,雑 誌 の 中 の森 林 レ ク リエ ー シ ョ

ン部 門(ForestRecreationDepartment)の 編 集 者 と して,国 有 林 レ ク リエ ー シ ョ ン の紹 介 ・

普 及 を意 図 した記 事 を多 く残 して い る。 これ に よ って,森 林 レ ク リエ ー シ ョ ンの支 持 を得 よ う と

して い た こ とが うか が え る。 さ らに,林 業 関 係 者 の専 門 誌 と して はJournalofForestry,造 園

に関 して はLandscapeArchitectureが あ り,ど ち らに もカ ー ハ ー トは投 稿 して い る。

これ ら を手 が か りに して,1920年 前 後 の 国有 林 レ ク リエ ー シ ョ ン認 識 の変 化 と国 立 公 園 と の 関

係 を追 って 見 る と,こ れ らの 雑 誌 にお いて 森 林 レ ク リエ ー シ ョ ンの記 事 が 増 加 す る の は国 立 公 園

局 が設 置 され る頃 か らで あ る こ とが判 明 した。 まず,1916年 のAmericanForestry誌29)は 国 有 林

レ ク リエ ー シ ョ ン を宣 伝 す る内 容 の記 事 を掲 載 してい る 。 そ の 中 で公 園利 用 の5倍 に相 当 す る年

間150万 人が 訪 れ てい る こ と,地 元 民 との関 係 や ア クセ スの 改 善 お よ び キ ャ ン プ サ イ トの 整 備 を

評 価 して い る。 こ の あ た りか ら国有 林 レク リエ ー シ ョ ンを支 援 す る姿 勢 が 明 白 に な っ て くる。

翌 ユ917年 に は国 有 林 と国 立 公 園 の違 い を説 明 す る編 集 者 の 解 説3°)が掲 載 され,そ の 中 で 国 立 公

園 で の放 牧 と伐 採 を認 め る法 案 を非 難 し,公 園 の水 準 を保 つ た め に はそ の よ う な経 済 活動 を 一 切

禁 止 し,低 質 の 新設 公 園 を排 除 す る こ とが必 要 で あ る と述 べ,森 林 局 の見 解 を支 持 して い る 。 次

に,森 林 局 長 グ レー ブ ス に よ る 「国有 林 の レ ク リエ ー シ ョ ン利 用 」 と題 さ れ た 記 事3'}では 私 有 地

が 閉 鎖 さ れ て行 く状 況 下 にお け る国 有 林 レク リエ ー シ ョ ンの 重要 性 を まず 説 き,森 林 や景 観 は鉄

道 な どに よる長 距 離 旅 行 が 可 能 な裕福 な者 た ちだ け の もの で は な い と,公 園局 の富 裕 な 人 々 志 向

を暗 に批 判 して い る。 ま た,技 術 的 な 問題 に関 して は,ウ ォー を指 す と思 わ れ る が,造 園 家 に調

査 を委 嘱 して い る こ と を示 唆 して い る。 さ らに,公 園 を国有 林 が取 り巻 い て い る の で協 力 が 必 要

で あ る と述 べ てい る。

森 林 局 は1914年 か ら東 部 の 国 有 林 な どで は景 観 を考 慮 した施 業 を行 な っ てい るが,木 材 生 産 と

景 観 との 関 係 を説 明 す る論 説 もあ る鋤。 そ の 中 で 国有 林 は商 業 林 と非 商 業 林 に分 け られ,コ ロ ラ

ド州 で は後 者 が1/4か ら1/3を 占 め,さ らに水 源 林 は 保 護 林(protectionforests)と な っ て い

る こ と,成 熟 した立 木 のみ をマ ー キ ング シ ステ ムで択 伐 して 若木 の成 長 を促 して い る とい う こ と

が 説 明 され て い る。 同 じ く1917年,JournalofForestry誌 の 編 集 者 の 論 説33)の中 で 森 林 レ ク リ

エ ー シ ョン を認 識 し,グ レー ブ ス の率 い る森林 局 を評 価 して い る。 そ の際,国 有 林 が レ ク リ エ ー

シ ョ ンの場 とな っ て い る ドイ ツ の例 が 引用 さ れ,国 有 林 の レ ク リエ ー シ ョ ン利 用 を擁 護 して いる。

カー ハ ー トが採 用 され た1919年 に はAmericanForestry誌 に国 立 公 園 や 国 有 林 に お け る 造 園

に つ い て の 記事 鋤が掲 載 され て い る。 そ の 中 で 自然 は放 置 して お け ば 良 い とい うの は誤 解 で あ る

と し,人 間 が手 を加 え る必 要 を述 べ,造 園家 の必 要 性 を強 調 してい る。 こ こで も公 園 に お け る高

価 な ホ テ ルの利 用 よ りキ ャ ンプ利 用 が望 ま しい と考 え公 園 局 の 施 設重 視政 策 を批 判 して い る 。

翌1920年 に は再 び グ レー ブ スが 論 謙 〕を発 表 したが,今 回 は 「国 家 の レク リエ ー シ ョンの 危 機」

とい う問題 を提 起 す る テ ーマ で,総 合 的 な レ ク リエ ー シ ョ ン政 策 の欠 如 を,国 有 林 か ら国 立 公 園

を設 置 す る動 き と,産 業 界 か らの公 園資 源 開放 要 求 問 題 の2点 を中心 に論 じて い る。 ま ず,す で

に 国有 林 か ら公 園 を設 置 す る提 案 が30地 域 に も達 して い る こ とに触 れ,そ の 際 一 般 的 に,道 路 整

備 と地 域 の宣 伝 に な るか ら賛 成 す る者 と木 材 資 源 の利 用 が規 制 され る か ら反 対 す る者 に二 分 され

るが,そ の 妥協 の結 果 と して,資 源 利 用 を許容 す る公 園が 誕 生 す る と論 じる。 そ う な る と公 園 と

国 有 林 の区 別 が 喪 失 し,公 園 に対 す る評 価 も低 下 し,さ らに実 際 に イ エ ロー ス トー ン に お け る ダ

ム開 発 要 求 が あ る よ う に既 存 の 公 園 にお け る資 源利 用 を求 め る圧 力 も高 ま り,公 園 の レ ク リエ ー

シ ョ ンさ え も制 限 され る こ と に な る と続 け る。 最 終 的 に は 国有 林 と同 じに な り,2つ の 類 似 した

組 織 が 連 邦 政 府 に存 在 す る こ と に な り効率 が悪 い だ け で は な く,長 期計 画 に 基 づ い て管 理 さ れ て
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い る国 有 林 に とっ て も,そ の一 部 が 国立 公 園 に な る と,産 業 界 が期 待 して い る保 続 生 産 が 不 可 能

に な る と予 測 す る。 彼 は こ の よ う な混 乱 を避 け る た め に,包 括 的 な レ ク リエ ー シ ョ ン計 画 の策定,

経 済 的 利 用 と レク リエ ー シ ョンの 調 整,国 有 林 か らの公 園設 置 の ル ー ル作 り,公 園 管 理 政 策 の 策

定,木 材 生 産地 域 の公 園 か らの除 外,州 な どの地 方 レベ ル の レク リエ ー シ ョン推 進 と連 邦 と の協

力,中 立 な レ ク リエ ー シ ョ ン委 員 会 の設 置,公 園局 の農 務 省 移 管 な ど8項 目 を提 案 して い る 。 農

務 省 移 管 は実現 され な か っ た もの の,彼 の 主 張 の 多 くは1924年 に 開催 され た全 国 レク リエ ー シ ョ

ン会議 で 評 価 され てい る鋤鈎。

同 じ年 に カー ハ ー トがAmericanForestry誌 に初 め て投 稿 して い る認)。そ の 中 で,レ ク リエ ー

シ ョ ンが 木 材生 産,放 牧,水 源1函養 の機 能 と問題 な く共 存 で き,レ ク リエー シ ョ ン は 国 民 へ の 最

も直接 的 な利 益 で あ る こ と を説 明 して い る。 しか し,無 尽 蔵 で は な い ので 造 園 家 に よ る適 正 な計

画 が必 要 で あ る と論 じて か ら,森 林 局 が 造 園家 を雇 用 し レク リエ ー シ ョン を重 視 した の は正 しい

決 定 で あ る と述 べ る。 そ れ に続 い て掲 載 され た論 説鋤にお い て は今 後 の拡 充 の 方 向 が 展 望 さ れ,

彼 が唯 一 の造 園 家 で あ る と言 う現 状 を踏 ま えて か,専 門 家 の 組 織 化 と様 々 な専 門 家 の協 力 が 必 要

だ とい う考 え を示 した。

カ ー ハ ー トが 担 当 した 森 林 レ ク リエ ー シ ョ ン部 門 で は釣 の エ ッセ イω)や各 国 有 林 の 旅 行 案

内41)42)43),キャ ン プ案 内嘱)のよ うに そ の魅 力 の紹 介 に重 点 を置 い た 記 事 に加 え て,森 林 レ ク リエ ー

シ ョ ンの根 本 に 関 わ る論 説 も含 ま れ て い る。 た と えば,324号 菊)では景 観 資 源 と して の野 生 動 物 の

重 要 性 に 関 して,保 護地 の設 定 や移 入 が提 案 さ れ て い る。 も う一 人 の ウ ィル ダ ネス提 案 者 の レ オ

ポ ー ドが 当時 は オ オ カ ミな どの捕 食 者 の排 除 を考 え て い た の に対 して,カ ー ハ ー トは 全体 の保 全

を主 張 して い た点 で注 目 され る。

さ ら に,国 有 林 に造 園家 の起 用 を要 請 した ウ ォー は,森 林 局 で孤 軍 奮 闘 す る カー ハ ー トを支 援

す る た め か,327号 で46)造園 家 は庭 園 や 都 市 公 園 だ け で は な く自然 環 境 の デザ イ ンもで き,そ こで

の役 割 は保 全 と ア ク セ スの提 供 や 景観 を理 解 で きる よう に解 釈 を加 え る こ と の3つ で あ る と説 明

してい る。

334号47)で は ゴ ミや マ ナ ー の問 題 も取 上 げ られ て い る 。337号 娼)では 火 災 防 止 の た め に野 外 炉 を

設 置 し,チ フ ス な どの感 染 防 止 の ため に は水 場 を整備 すべ きで あ る と提 案 し,わ ず か な コ ス トで

森 林 や 生 命 とい う莫 大 な損 失 を防止 で きる と訴 え て い る。 ま た,338号49)で は レ ク リエ ー シ ョ ン ク

ラ ブの 組 織 化 を提 案 し教 育 や 政 治力 を 求 め て い る。340号S°で は,内 部 で森 林 官 が レ ク リエ ー シ ョ

ン業 務 を扱 って い る現状 を鑑 み て か,再 び専 門 家 と して の造 園 家 の必 要 性 の 認 識 を 訴 え る 。341

号51)は 手 つ か ず の 自然 の 方 が優 れ て い る とい う考 え に対 して 施 業 林 の 美 し さ を紹 介 して い る 。

344号52)で は再 び適 正 な レク リエ ー シ ョン計 画 の必 要 性,換 言 す れ ば計 画 立案 専 門家 と して の造 園

家 の必 要性 を訴 え る。 この よ うに彼 の主 張 は今 日で もそ の ま ま通 用 す る内容 で あ る。

同 じ時期,AmericanForestry誌 以 外 に もカ ー ハ ー トを含 め て レク リエ ー シ ョン に関 す る記 事

が しば しば掲 載 され て い る。 カー ハ ー トの 上 司 で も あ る ス タ ー ル ら詔)は,JournalofForestry

誌 に,林 業 とレ ク リエ ー シ ョンは 共存 可 能 で あ る とい う立 場 か ら,森 林 官 も景 観 に 配 慮 し保 護 側

と伐 採 側 の バ ラ ンス を保 ち な が ら森 林 を管 理 し て い く とい う考 え を示 す 。 ウ ォ ー)は 翌 年 の

JournalofForestry誌 に お い て森 林 の レク リエ ー シ ョ ン空 間 と して の価 値 を 林 業 で 無 視 して い

る こ とに異 議 を唱 え て い る。 彼 は森 林 の 歴 史 的 に認 識 に言 及 し,王 族 な どに 限定 され て い た と は

い え狩 猟 を中心 とす る レク リエ ー シ ョ ンが 古代 か らの森 林 の主 要 な利 用 で あ っ た と述 べ,木 材 生

産 は森 林,レ ク リエ ー シ ョ ンは公 園 とい う当時 の 国立 公 園 と国 有林 の 利 用 の 恣意 的 な 区分 を批 判

してい る。

一 方
,1.andscapeArchitecture誌55)に は カ ーハ ー トが,国 有 林 に お け る造 園 業 務 を 紹 介 して い
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る。 彼 は 国 有林 が単 一 機 関 で最 大 の造 園空 間 で あ る と して,レ ク リエ ー シ ョ ンを 木 材,水 源,放

牧 に継 ぎ4番 目で あ るが 国 民 に一 番 直接 的 に寄 与 で きる機 能 で あ る と考 え,造 園 家 の増 員 の 必 要

性 を訴 え,彼 が サ ンイサ ベ ルで 行 な った 仕 事 を紹 介 して い る。 一 方 で,生 え抜 きの 森 林 官 重 視 の

状 況 や レ ク リエ ー シ ョ ン予 算 が な い状 況 も吐 露 しASLAの 協 力 を求 め て い る。

1923年 初頭 に は カー ハ ー トが 退 職 す る直 前 に投 稿 した と思 わ れ る論 説 脇}がJournalofForestry

誌 に掲 載 され た。 こ こに お い て も,レ ク リエ ー シ ョ ンの森 林 の主 要 な 産 物(product)と し て の

認 識 を示 し,森 林 官 に よる レ ク リエ ー シ ョ ン とそ れ を扱 う造 園家 の役 割 の 認識 を求 めて い る。

カ ー ハ ー トが辞 職 して か ら3年 を経 た1925年 に,レ ク リエ ー シ ョ ン政 策 を巡 っ て 彼 と手 紙 を遣

り取 り した シ ャー マ ンが,国 有 林 で の レ ク リエ ー シ ョ ン原 理 とい う テ ーマ で 論 じて い る57)。そ の

利 用 が1917年 に は300万 だ っ た の が1924年 に はllOO万 人 ま で増 加 した と言 い なが ら も,レ ク リエ ー

シ ョ ンは副 産物 で木 材 生 産 な どを 阻害 しない 限 りで 許容 され る とい う姿 勢 が示 され て いる。 だが,

レク リエ ー シ ョ ン管 理 も業 務 で あ る と して,国 有 林 で は キ ャ ンプな どの シ ンプル な レクリエ ー シ ョ

ンを奨 励 し,キ ャ ンプ サ イ トは無 料 の ま まに した い と も述 べ て い る。

8.考 察

まず,国 有林 に お け る レク リエ ー シ ョ ンの初 期 の位 置付 け に関 して,1930年 に森 林 局 の レ ク リ

エ ー シ ョ ン担 当 者 鮎)がそ の 発 展 を回 顧 した 部分 が 当時 の様 子 を物 語 っ て い る。 当 初 森 林 官 は レ ク

リエ ー シ ョ ンに対 して 消極 的 で,レ ク リエ ー シ ョ ン利用 者 は 焚 き火 の 不 始 末 で 火 災 を引 き起 こ し

た り放 牧 され た家 畜 を威 した りす る だけ で は な く,伐 採 や 放 牧,ダ ム建 設 な どの 事 業 に も反 対 す

るた め,嫌 わ れ て い た。 そ こ で利 用 を 阻止 す る た め に トレ イ ルの 入 口 をわ か ら な くし た り,案 内

板 や サ イ ンを隠 した りす る職 員 もい た こ と を認 め て い る。

森 林 局 は国 立 公 園 局 との 関係 上,国 有 林 の レク リエ ー シ ョン を盾 と して 活用 した もの の,そ の

レ ク リエ ー シ ョンの価 値 を宣 伝 す る 活動 は矛 盾 を秘 め た もので あ っ た。 カー ハ ー トの 葛 藤 か ら も

明 らか な よ う に木 材 生 産 な ど を通 じた経 済 的効 率 を重 視 す る ピ ンシ ョ流 の教 育 を受 け た森 林 官 の

立場 か らす れ ば,レ ク リエ ー シ ョ ンは邪 魔 であ るだ け で な く,そ れへ の対 応 は 義 務 の な い 雑 用 と

して 受 け 取 られ た 。 また,森 林 局 で レク リエ ー シ ョン施 設 を整備 して も グ ラ ン ドキ ャニ オ ンの よ

う に公 園 局 に移 管 され るか ら無 意 味 で あ る と言 う意 見 も内 部 に は あ っ た。 この よ う に対 外 的 に は

レ ク リエ ー シ ョン重視 の姿 勢 を示 した が,内 部 の 意見 は纏 ま らな い ま まで あ っ た。

また,こ の よう な官 僚 主 義 に根 差 す 問 題 に加 えて,人 里 離 れ た空 間 が 多 い 国 立 公 園 に比 べ て,

周辺 住 民 との 関 わ りが重 要 な 国有 林 で は,地 元 の 製材 ・放 牧 業者 や保 護 論 者 な ど との対 応 も大 切

で あ った 。 国 立公 園支 持 者 が比 較 的都 会 の裕 福 な政 治 力 の 強 い 人々 で あ った の に対 して,国 有 林

レ ク リエ ー シ ョン支持 者 は地 元 民 で そ れ ほ どの政 治 力 も持 た な か っ たJ

特 に カー ハ ー トが 国有 林 レク リエ ー シ ョ ンを推 進 して い た期 間 は 外 部 か らは 国 立 公 園 局 が 森林

局 の レ ク リエ ー シ ョ ン を圧 迫 し,予 算 が 配 当 され ない状 態 が続 き,内 部 か らは 森 林 官 の 理 解 が な

か な か得 に くい状 況 で あ っ た。 こ の よう な さ まざ まな 利 害 の 衝 突 とい う矛 盾 を秘 め た体 制 の 中 で

国立 公 園 とは異 な る レク リエ ー シ ョ ンが 育 っ て行 った 。

次 に 森 林 局 の 造 園 家 の 仕 事 に 関 し て,1966年 当 時 レ ク リ エ ー シ ョ ン部 門(Divisionof

Recreation)に 勤 務 してい た ス トー ン(EdwardH.Stone)591が 造 園 教 育 関 係 者 の 会 議 で 論 じて

い る。1958年 に は7人 しか い な か っ た造 園 家 が この 会議 の 頃 に は120人 に達 し,1965年 に は ス トー

ンが 在 任 して い る主 席 造 園 家(SupervisoryLandscapeArchitect)の ポ ス トも 設 置 され た と い

う。 森 林 局 に お け る造 園 家 の 地 位 の 問 題 点 と して は,第1に 各 地 の 営 林 署 に分 散 す る た め,森 林



152

局 の勢 力 の 中心 で あ る森 林 官 の 中で 孤 立 した り,仲 間 か ら離 れ る た め情 報 や トレー ニ ン グ が 行 き

渡 ら な い とい う こ とが あげ られ てい る。 これ は公 園 局 が デ ンバ ー サ ー ビ スセ ン ター な どに 多 くの

造 園 家 を集 中 させ てい るの と対 照 的 で あ る。 第2に,昇 進 の 可 能 性 が 限 られ て い る こ とが あ げ ら

れて い る。 これ も局 長 まで 造 園 職 の ポ ス トが 開 か れ て い る公 園局 と比 較 され る と弱 い点 で あ る。

しか しなが ら,施 設 デザ イ ンが確 立 して い る公 園局 よ り も国 有 林 ウ ィル ダネ スの方が造 園 家 のチ ャ

レン ジの 可 能性 が 高 い と ス トー ンは論 じて い る 。

「造 る」 とい う行 為 の 結 果 と して 「作 品」 と呼 ば れ る空 間 が残 さ れ る庭 園 や都 市 公 園 と は異 な

り,国 有 林 にお け る造 園 家 の活 動 は,む しろ手 を加 え な い とい う保 全 へ の対 応 が 中心 と な る 。 例

えば,ウ ィル ダ ネ ス にお い て は施 設,さ らに は 人 間 の痕 跡 さ え も排 除す る方 向 を 目指 して い る。

この よ うに 都市 とは 対照 的 な 空 間 に お け る活 動 に も造 園 家 が 対 応 で きた とい う こ との ルー ツ を探

る とオ ル ム ス テ ッ ドが ヨセ ミテ や ナ イ ア ガ ラ の保 全 を訴 え た事 例 が あ げ られ る。

こ の よ うに造 園 家 は都 市 公 園 や庭 園 な どの デザ イ ンだ けで は な く,自 然 環 境 の保 全 に も初 期 か

ら関 わ っ て い た 。 す な わ ち,近 代 造 園 家 は 自 ら手 を加 え た空 間 を残 す とい う自 己顕 示 欲 に 基 づ く

欲 望 を抑 制 し,は るか に高 い 次元 で将 来 を展望 し,空 間 を保 全 す る とい う環境 計 画 者 と して の高

湛 な理 念 を 当初 か ら持 っ て い た こ とが 理 解 で きる。 ゆ え に,開 発 行 為 を しな い こ と,あ る い は,

人為 的 変 化 を防 止 す る た め の手 段 を講 じる の も造 園 家 の 計 画 ・デ ザ イ ン仕 事 の うち の重 要 な もの

で あ る か ら,造 園 とい う分 野 で環 境 保 全 を しっ か り位 置 付 け る必 要 が あ ろ う。

ス テ ィー ン は国 有 林 レク リエ ー シ ョンの 変 遷 は利 用 す る人 々 の考 え 方 の 変化 の あ らわ れ で あ る

と述 べ て い る6°)。今 日 まで 国 有 林 が 国 立 公 園 に比 べ て シ ンプ ル な施 設 を維 持 して きた と言 う事 実

は,国 立 公 園 との 関係 だ け に 限 らず,施 設 中 心 の 観 光 レ ク リエ ー シ ョ ン とは異 な る レク リエ ー シ ョ

ンを望 む 国 民 の 支 持 が 大 きい こ と を示 す 。 今 日,レ ク リエ ー シ ョ ン形 態 の 多様 化 に応 じて さ ま ざ

ま な タ イ プの 空 間 が 必 要 と され る の で,立 派 な施 設 を核 とす る国 立 公 園 タ イプ と水場 と トイ レお

よび シ ェ ル ター 程 度 の施 設 だ け の 国有 林 タ イプ の どち ら も存 立 で きる だ ろ う。 ま た,そ れ ぞ れ の

空 間 の 中 に も多様 な地域 が存 在 し得 る もの だ。 施 設 は異 な っ て もそ れ が全 体 の 計 画 に基 づ い て配

置 され,管 理 さ れ る こ とが 不 可 欠 だ 。 この 点 か ら も森 林 の 中 で の造 園 家 の役 割 は 一層 増 大 す る だ

ろ う。

な お,本 論 で 論 じた ア メ リ カの 国 有 林 レク リエ ー シ ョ ンを紹 介 す る唯 一 の 和 書 と し て は 田 村6且〕

の もの が あ げ られ る 。彼 は ウ ォー な どの文 献 を参 照 し,す で に森 林 局 を辞 しデ ンバ ー で コ ン サ ル

テ ィ ン グ 業 務 を 行 な っ て い た カ ー ハ ー トに1923年8月 に 面 会 し て い る62)。彼 はrecreation

engineerの 和 訳 と して 「休 養 工 技 師 」 の語 を用 い て い る。

最 後 に,カ ー ハ ー トに 関 す る資料 収 集 はDenverPublicLibraryの 西 部 史部 門 で行 な っ た。
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                            Summary 

 The recreational use is recognized as one of the major uses of the national forests in the 

United States. More than two hundred landscape architects are engaged in the recreation 

planning and design process. 
 The recreational use of national forests occurred before their official establishment, but 

gradually it became recognized by the Forest Service before the First World War. In 1919 the 
first landscape architect named Arthur H. Carhart was employed as a recreation engineer.
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 He struggled to persuade both the Forest Service and the National Park Service in addition 

to the general public in order to obtain the support to the recreation in the national forests. 

He not only made comprehensive recreation plans but published many articles on the 

recreation. Though he resigned the Forest Service disappointed, his effort beard big fruit 

later. 

 Magazine articles of that period reveals the situation of the recreation as well as the 

perception. The forest service  officially supported the recreation especially after the 

establishment of the National Park Service. However, some foresters were negative to the 

recreation, thinking the priority should be placed under the commodity uses. Thus, Carhart 

and supporters of recreation had a hard time, but this struggle contributed to the creation of 

new recreational uses, which are less developed in terms of facilities than those supplied by 

the National Park Service. 

 Carhart broadened the field of landscape architecture by adding the new concept named 

wilderness. It can be said that the hard situation both the forest service and Carhart had 

encountered cultivated the progress of the forest recreation in the national forests.


